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○ 総 務 省 令 第 十 九 号 

 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 十 四 条 及 び 第 三 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き

、 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 及 び 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う

に 定 め る 。 

  平 成 三 十 一 年 三 月 十 九 日 

                                 総 務 大 臣  石 田  真 敏 

   電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 及 び 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

 （ 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条  電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ

に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ

に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。

別
紙

1
 



 

2
頁
 

 
  改  正  後  改  正  前 

（ 電 磁 的 方 法 に よ る 提 出 ） 

第 十 七 条 こ の 省 令 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 す る 書 類 は 、 こ れ ら の 書 類 の 記 載 事 項 を 記 録 し

た 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い

方 法 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 記 録 媒 体 に よ り 提 出 す る こ と が で き る 。 

 

［ ２ 略 ］  

 

（ 電 磁 的 方 法 に よ る 提 出 ） 

第 十 七 条 こ の 省 令 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 す る 書 類 は 、 こ れ ら の 書 類 の 記 載 事 項 を 記 録 し

た 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て は

認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 記 録 媒 体 に よ り 提 出 す る こ と が で き

る 。 

［ ２ 同 上 ］  

別表第一（第５条、第６条及び第15条関係） 

勘  定 科 目  表 

資 産 

固 定 資 産 

科     目 備               考 

１ 電気通信事業固定資産 

２ （何）業固定資産 

３ 投資その他の資産 

  ［略］ 

  繰延税金資産 

  ［略］  

［略］ 

［略］ 

 

［略］ 

 

流 動 資 産 

科     目 備               考 

［略］  

前払費用 

  

 

 

 

［略］  

［略］ 

決算期後１年以内に費用となるものの前払額 

 

 

 

 

［略］  

 

繰 延 資 産 

［略］ 

 

負 債 

固 定 負 債 

科     目 備               考 

［略］ ［略］ 

別表第一（第５条、第６条及び第15条関係）  

勘  定 科 目  表 

資 産 

固 定 資 産 

科     目 備               考 

１ 電気通信事業固定資産 

２ （何）業固定資産 

３ 投資その他の資産 

  ［同左］  

繰延税金資産 

  ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

 

［同左］ 

流動資産に属するものを除く。 

［同左］ 

 

流 動 資 産 

科     目 備               考 

［同左］  

前払費用 

繰延税金資産 

 

 

 

［同左］  

［同左］ 

決算期後１年以内に費用となるものの前払額 

⑴ 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連す

る繰延税金資産 

⑵ 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後

１年以内に取り崩されると認められるもの 

［同左］  

 

繰 延 資 産 

［同左］ 

 

負 債 

固 定 負 債 

科     目 備               考 

［同左］ ［同左］ 
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繰延税金負債 

［略］ 

 

［略］ 

 

流 動 負 債 

科     目 備               考 

［略］ 

未払法人税等 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同

じ。）及び事業税の未納付額 

 

 

 

 

［略］ 

 

純 資 産 

［略］ 

 

費 用 

 ［略］ 

 

収        益 

 ［略］ 

 

繰延税金負債 

［同左］ 

繰延税金負債のうち流動負債に属さないもの 

［同左］ 

 

流 動 負 債 

科     目 備               考 

［同左］ 

未払法人税等 

 

繰延税金負債 

 

 

 

［同左］ 

［同左］ 

法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同

じ。）及び事業税の未納付額 

⑴ 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連す

る繰延税金負債 

⑵ 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後

１年以内に取り崩されると認められるもの 

［同左］ 

 

純 資 産 

［同左］ 

 

費 用 

［同左］ 

 

収        益 

［同左］ 

別表第一の二（第５条及び第６条関係）  

勘  定 科 目  表 

資 産 

流 動 資 産 

科     目 備               考 

［略］  

前払費用 

 

 

 

 

［略］  

［略］ 

決算期後１年以内に費用となるものの前払額 

 

 

 

 

［略］  

 

固 定 資 産 

別表第一の二（第５条及び第６条関係）  

勘  定 科 目  表 

資 産 

流 動 資 産 

科     目 備               考 

［同左］ 

前払費用  

繰延税金資産 

 

 

 

［同左］  

［同左］ 

決算期後１年以内に費用となるものの前払額 

⑴ 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連す

る繰延税金資産 

⑵ 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後

１年以内に取り崩されると認められるもの 

［同左］  

 

固 定 資 産 
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科     目 備               考 

１ ドメイン名関連事業固

定資産 

２ （何）業固定資産 

３ 投資その他の資産 

  ［略］  

 繰延税金資産 

  ［略］  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

繰 延 資 産 

［略］ 

 

負 債 

流 動 負 債 

科     目 備               考 

［略］ 

未払法人税等 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同

じ。）及び事業税の未納付額 

 

 

 

 

［略］ 

 

固 定 負 債 

科     目 備               考 

［略］ 

繰延税金負債 

［略］ 

［略］ 

 

［略］ 

 

純 資 産 

［略］ 

費 用 

 ［略］ 

 

収        益 

 ［略］ 

科     目 備               考 

１ ドメイン名関連事業固

定資産 

２ （何）業固定資産 

３ 投資その他の資産 

  ［同左］  

 繰延税金資産 

  ［同左］  

［同左］ 

 

［同左］ 

 

［同左］ 

流動資産に属するものを除く。 

［同左］ 

 

繰 延 資 産 

［同左］ 

 

負 債 

流 動 負 債 

科     目 備               考 

［同左］ 

未払法人税等 

 

繰延税金負債 

 

 

 

［同左］ 

［同左］ 

法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同

じ。）及び事業税の未納付額 

⑴ 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連す

る繰延税金負債 

⑵ 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後

１年以内に取り崩されると認められるもの 

［同左］ 

 

固 定 負 債 

科     目 備               考 

［同左］ 

繰延税金負債 

［同左］ 

［同左］ 

繰延税金負債のうち流動負債に属さないもの 

［同左］ 

 

純 資 産 

［同左］ 

費 用 

 ［同左］ 

 

収        益 

 ［同左］ 
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別表第二（第５条、第６条、第15条及び第18条関係） 

財 務 諸 表 様 式 

様式第１ 

貸 借 対 照 表 

  事業者名         

年  月  日 

（単位 円） 

資産の部 

［Ⅰ 略］ 

Ⅱ 流動資産 

 ［１～10 略］ 

11 前払費用                       ××× 

12 その他の流動資産                   ××× 

   （何）貸倒引当金（貸方）               ××× 

  流動資産合計                            ××× 

 

［Ⅲ 略］ 

負債の部 

［Ⅰ 略］ 

Ⅱ 流動負債 

 ［１～９ 略］ 

10 前受金                        ××× 

11 預り金                        ××× 

 12 従業員預り金                     ××× 

 13 前受収益                       ××× 

 14 （何）引当金                     ××× 

 15 資産除去債務                     ××× 

 16 その他の流動負債                   ××× 

  流動負債合計                            ××× 

 負債合計                              ××× 

 

［略］ 

（記載上の注意） 

［1～10 略］ 

別表第二（第５条、第６条及び第15条関係） 

財 務 諸 表 様 式 

様式第１ 

貸 借 対 照 表 

  事業者名         

年  月  日 

（単位 円） 

資産の部 

［Ⅰ 同左］ 

Ⅱ 流動資産 

 ［１～10 同左］ 

11 前払費用                       ××× 

12 繰延税金資産                     ××× 

13 その他の流動資産                   ××× 

  （何）貸倒引当金（貸方）               ××× 

 流動資産合計                                                    ××× 

［Ⅲ 同左］ 

負債の部 

［Ⅰ 同左］ 

Ⅱ 流動負債 

 ［１～９ 同左］ 

 10 繰延税金負債                     ××× 

 11 前受金                        ××× 

 12 預り金                        ××× 

 13 従業員預り金                     ××× 

 14 前受収益                       ××× 

 15 （何）引当金                     ××× 

 16 資産除去債務                     ××× 

 17 その他の流動負債                   ××× 

  流動負債合計                            ××× 

 負債合計                              ××× 

［同左］ 

（記載上の注意） 

［１～10 同左］ 
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［削る］ 

 

 

11 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又

は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 

 

12～17 ［略］ 

 

11 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額について

は、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しな

ければならない。 

12 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額について

は、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しな

ければならない。 

13～18 ［同左］ 

 

様式第４ 

個 別 注 記 表 

   事業者名               

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

［１～19 略］ 

20 収益認識に関する注記 

21 ［略］ 

（記載上の注意） 

［１～22 略］ 

23 収益認識に関する注記は、事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該

契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。 

⑴ 当該事業者の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 

⑵ 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点 

24 その他の注記は、３から23までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資

本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とす

る。 

 

様式第４ 

個 別 注 記 表 

   事業者名               

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

［１～19 同左］ 

［新設］ 

20 ［同左］ 

（記載上の注意） 

［１～22 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

23 その他の注記は、３から22までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資

本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とす

る。 

 

別表第二の二（第５条、第６条及び第18条関係） 

財 務 諸 表 様 式 

様式第１ 

貸  借  対  照  表 

   事業者名               

年  月  日 

（単位 円） 

資産の部 

Ⅰ 流動資産 

別表第二の二（第５条及び第６条関係） 

財 務 諸 表 様 式 

様式第１ 

貸  借  対  照  表 

   事業者名               

年  月  日 

（単位 円） 

資産の部 

Ⅰ 流動資産 
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 ［１～11 略］ 

 12 前払費用                         ××× 

 13 未収収益                         ××× 

14 社内短期債券                       ××× 

15 短期貸付金                        ××× 

16 未収入金                         ××× 

17 その他の流動資産                     ××× 

   （何）貸倒引当金（貸方）                 ××× 

  流動資産合計                              ××× 

 

［Ⅱ・Ⅲ 略］ 

負債の部 

Ⅰ 流動負債 

 ［１～７ 略］ 

８ 前受金                          ××× 

 ９ 預り金                          ××× 

 10 前受収益                         ××× 

 11 修繕引当金                        ××× 

12 （何）引当金                       ××× 

 13 資産除去債務                       ××× 

 14 社内短期借入金                      ××× 

15 従業員預り金                       ××× 

16 その他の流動負債                     ××× 

  流動負債合計                              ××× 

 

［略］ 

（記載上の注意） 

［１～８ 略］ 

［削る］ 

 

 

９ 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又

は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 

 

10～15 ［略］ 

 

 ［１～11 同左］  

 12 前払費用                         ××× 

 13 繰延税金資産                       ××× 

14 未収収益                         ××× 

15 社内短期債券                       ××× 

16 短期貸付金                        ××× 

17 未収入金                         ××× 

18 その他の流動資産                     ××× 

   （何）貸倒引当金（貸方）                 ××× 

  流動資産合計                              ××× 

［Ⅱ・Ⅲ 同左］ 

負債の部 

Ⅰ 流動負債 

 ［１～７ 同左］ 

 ８ 繰延税金負債                       ××× 

 ９ 前受金                          ××× 

 10 預り金                          ××× 

 11 前受収益                         ××× 

 12 修繕引当金                        ××× 

13 （何）引当金                       ××× 

 14 資産除去債務                       ××× 

 15 社内短期借入金                      ××× 

16 従業員預り金                       ××× 

17 その他の流動負債                     ××× 

  流動負債合計                              ××× 

［同左］ 

（記載上の注意） 

［１～８ 同左］ 

９ 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額について

は、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しな

ければならない。 

10 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額について

は、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しな

ければならない。 

11～16 ［同左］ 

 

様式第４ 様式第４ 
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個 別 注 記 表 

   事業者名               

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

［１～19 略］ 

20 収益認識に関する注記 

21 ［略］ 

（記載上の注意） 

［１～22 略］ 

23 収益認識に関する注記は、事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該

契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。 

⑴ 当該事業者の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 

⑵ 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点 

24 その他の注記は、３から23までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資

本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする

。 

個 別 注 記 表 

   事業者名               

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

［１～19 同左］ 

［新設］ 

20 ［同左］ 

（記載上の注意） 

［１～22 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

23 その他の注記は、３から22までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資

本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする

。 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条  第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は

改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定

で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 
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  改  正  後  改  正  前 

別表第一（第５条及び第６条関係） 

個 別 注 記 表 

   事業者名               

事業年度 自   年  月  日 

至   年  月  日 

 

［１～17 略］ 

18 収益認識に関する注記 

19 ［略］ 

（記載上の注意） 

［１～20 略］ 

21 収益認識に関する注記は、事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該

契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。 

⑴ 当該事業者の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 

⑵ 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点 

22 その他の注記は、３から21までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により会

社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 

別表第一（第５条及び第６条関係） 

個 別 注 記 表 

   事業者名               

事業年度 自   年  月  日 

至   年  月  日 

 

［１～17 同左］ 

［新設］ 

18 ［同左］ 

（記載上の注意） 

［１～20 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

21 その他の注記は、３から20までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により会

社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 
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附  則 
（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

第 二 条  こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 新 電 気 通 信 事 業 会 計

規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に

よ り 適 用 す る 。 

 一  別 表 第 一 及 び 別 表 第 一 の 二 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 二 様 式 第 １ 及 び 別 表 第 二 の 二 様 式 第 １ の 改

正 規 定  平 成 三 十 年 四 月 一 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 財 務 諸 表 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に

開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 た だ し 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一

日 以 後 最 初 に 終 了 す る 事 業 年 度 に 係 る 財 務 諸 表 に つ い て は 、 新 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 の 規 定 を 適

用 す る こ と が で き る 。 

 二  別 表 第 二 様 式 第 ４ 及 び 別 表 第 二 の 二 様 式 第 ４ の 改 正 規 定  平 成 三 十 三 年 四 月 一 日 以 後 に 開 始 す

る 事 業 年 度 に 係 る 財 務 諸 表 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る も の に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。 た だ し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 財 務 諸 表 又 は

平 成 三 十 年 十 二 月 三 十 一 日 以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度 に 係 る も の に つ い て は 、 新 電 気 通 信 事 業 会 計
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規 則 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。 

第 三 条  こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 新

接 続 会 計 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 三 十 三 年 四 月 一 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 接 続

会 計 財 務 諸 表 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。 た だ し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る も の に つ い て は 、 新 接 続 会

計 規 則 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。 


